
男女共同参画センターにおける業務及び運営についての
ガイドライン作成に当たっての論点

令和６年６月28日
内閣府男女共同参画局

資料１



これまでのワーキング・グループの議論を踏まえた論点

男女共同参画センターの役割

⚫ 現在のセンターの位置付け
⚫ センターの機能強化の方針
⚫ 今後求められる役割

男女共同参画センターが実施する業務

⚫ 地域の様々な課題
⚫ センターが役割を果たすためにどのような業務を実施する必要があるか

業務を実施するための体制整備

⚫ 役割分担と広域連携
⚫ センター職員に求められる知識・技術と人材育成
⚫ 自治体直営と民間委託 等
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①男女共同参画センターの役割

男女共同参画のための総合的な施設として、地域の様々な課題に対応するための

実践的活動を行っている。なお、法律上の根拠はなく、都道府県や市町村が条例等を制定し、設置している。
（第１回WG資料４より抜粋）

現在のセンターの位置付け

（センターに期待する機能・役割）
• センターや地方公共団体の職員について、地域・社会の多様なニーズに応じた男女共同参画に係る事業
の企画・実施のための専門性向上を図る。

• センターについて、地域の様々なステークホルダーと協働し課題に対応するコーディネータとしての機
能強化を図る。

• センターや地方公共団体は、調査事業や、相談事業、啓発事業等を通じて、地域の課題や事業ニーズ等
を的確に調査・把握する。

• センターは、直接地域住民と接する最前線の拠点であり、各地域の実情を踏まえつつ、国や地方公共団
体の施策・取組と連動した効果的な取組の推進を図る。

（独立行政法人国立女性教育会館（NWEC）及び男女共同参画センターの機能強化に関する
ワーキング・グループ報告書より抜粋）

（機能の強化）
男女共同参画センターが、関係者相互間の連携と協働の促進に必要な施策を推進する拠点機能を担うこ

とを明確にすることを検討する。 （第72回男女共同参画会議資料６より抜粋）

センターの機能強化の方針
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➢ ガイドラインの検討の土台として、まず男女共同参画センターのミッション、使命あるいは
目的と言えるものを明確にする必要。

➢ 男女共同参画センターに今後求められる役割とは何か。



②男女共同参画センターが実施する業務
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地域の様々な課題

◆ 地方の企業における女性の参画拡大（各役職段階に占める女性割合は上位の役職ほど低くなる）

◆ 地方における多様で柔軟な働き方の実現

◆ 地方議会・地方公共団体における取組の推進
女性議員の割合は都市部で高く、郡部で低い傾向にある。

◆ 地域に根強い固定的な性別役割分担意識等の解消

◆ 地域活動における男女共同参画の推進
令和5年時点の自治会長に占める女性の割合は7.2％
地方防災会議の委員に占める女性の割合は、都道府県で21.8％、市区町村で10.8％。

（地域における10～20代女性の転出超過の割合は、同年代男性の転出超過数の割合より
高い状態が続いている。）

令和６年版男女共同参画白書によれば、例えば、以下のような課題がある。

➢ 男女共同参画センターの役割を踏まえて、センターがその役割を果たすためには、
どのような業務を実施する必要があるか（目的に対する手段）を検討する必要。

➢ センターが対応すべき「地域の様々な課題」とは、また、課題に対応するための
「実践的活動」とは何か。



②男女共同参画センターが実施する業務

センターが役割を果たすために必要となる業務

地域（地方公共団体、学校等の教育機関、企業等の団体、町内会・自治会等のコミュニ
ティ）における男女共同参画の課題を解消するための取組について、男女共同参画センター
はどのような事業を企画・実施することが望ましいか。
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＜令和6年版男女共同参画白書より＞

・男女共同参画センターが広報啓発、講座、相談、情報収集・提供、調査研究等、様々な事業を進める
ために必要な国の施策に関する情報提供を行うとともに、研修等の機会を通じて男女共同参画セン
ター職員の人材育成を支援する。

・男女共同参画センターが男女共同参画の視点からの地域の防災力の推進拠点となるよう、これまでの
先進的な取組事例の共有を行う。

・大学や地方公共団体、男女共同参画センター等と連携し、学び直しを通じて女性のキャリアアップや
キャリアチェンジ等を総合的に支援する取組を促進する。

地域の課題 取組事例

企業における女性の参画拡大 企業の人材育成を支援

多様で柔軟な働き方の実現 女性の起業を支援

固定的な性別役割分担意識等の解消 実践的な講座の実施

女性の意思決定の場での活躍の実現 政治分野のリーダー育成

男女共同参画の視点をいれた防災の実現 各部署が連携した研修の実施

＜参考資料より＞



③業務の実施体制の整備

役割分担と広域連携

◆ 実態調査の結果、都道府県と比べると市町村の設置するセンターが実施している事業
数は少ない傾向にあることが分かった。都道府県が市町村の事業を補完する場合、そ
れぞれの役割と、その分担の在り方はどのように考えられるか。

◆ 近隣の市町村間や都道府県と市町村間によるセンターの共同設置の是非についてはど
のように考えられるか。
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（これまでのWGにおける御意見より）
• 都道府県、市、町村それぞれの役割分担をどのようにしていくかを考えることも必要ではないか。いかに有効に
ネットワークを構築して、限られたリソースでサービスを提供していくかが非常に重要。

• 専門の相談員の確保が大きな課題となっている。町村においてはマニュアルや手引の整備、研修の体系付けが必要。

（実態調査の結果より）



③業務の実施体制の整備

センター職員に求められる知識・技術と人材育成

7

◆ センター職員に求められる知識、技術とはどのようなものか。

◆ センター職員の人材育成はどのように行うべきか。特に、センターに配属されても数年
での人事異動により、知識や技術が上手く引き継げないことへの対処方法としてどのよ
うなことが考えられるか。また、経験のない初任者をどのように育成していくことが望
ましいか。

（実態調査の結果より）
• 常勤の職員では勤続２年未満の職員が約４割。非常勤職員においては、都道府県、政令市では勤続１年未満が多い。

市区町村では５年以上10年未満の職員が約３割、政令市においても約２割を占める。
• 相談員研修を行っているセンターは約６割。相談対応に関すること、来所者や相談員の安全安心の確保に関するこ

と、制度や事務手続きに関すること、人権や法律一般に関すること等が研修テーマとなっている。

（これまでのWGにおける御意見より）
• 人の確保も難しい中で、住民への発信力やデータを読み解く力等を身に付けていかなければならない。人材育成の

体系的なものがあると非常に助かると思う。
• センターを設置するメリットは、そこに専門性が蓄積されていくこと。
• 専門の相談員の確保が大きな課題となっている。町村においてはマニュアルや手引の整備、研修の体系付けが必要。

（再掲）



③業務の実施体制の整備

自治体直営と民間委託
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◆ センターの運営を民間に委託するに当たって留意すべき点は何か（民間委託の長所、短所）。

（実態調査の結果より）
• 都道府県のセンターでは公設公営と公設民営（指定管理）が約４割、政令市では公設

民営（指定管理）が５割を占める。市区町村では、７割が公設公営。

（これまでのWGにおける御意見より）
• 指定管理の場合、提案するときに金額と企画の２つの面から見て、その両方の点数を

合計して一番高いところが採用される。そうすると、提案する側としても、提案金額
はどうしても意識せざるを得ないということもあり、事業の質、事業費、センター職
員の処遇にもかかわってくるため、慎重な議論が必要。
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参考資料



（参考１）民間企業の雇用者の各役職段階に占める女性の割合の推移

10（出典）令和６年版男女共同参画白書 １－14図



（参考２）地方議会における女性議員の割合の推移

11（出典）令和６年版男女共同参画白書 １－４図



（参考３）都道府県職員の各役職段階に占める女性の割合の推移

12（出典）令和６年版男女共同参画白書 １－９図



（参考４）市区町村職員の各役職段階に占める女性の割合の推移

13（出典）令和６年版男女共同参画白書 １－10図



（参考５）自治会長及びPTA会長に占める女性の割合の推移

14（出典）令和６年版男女共同参画白書 ３－３図



（参考６）地方防災会議の委員に占める女性の割合の推移

15（出典）令和６年版男女共同参画白書 ８－１図



（参考７）地域における10～20代の人口に対する転出超過数の割合の推移

16（出典）令和６年版男女共同参画白書 ３－２図



（参考８）事例①企業における女性の参画拡大 → 企業の人材育成を支援

⚫ 企業が「仙台女性リーダー・トレーニング・プログラム 2024」に申し込み、

管理職以上の立場で活躍することを期待する女性社員を受講者として社内で選定し、

参加してもらうプログラム。

⚫ 受講者は事業主と共に目標を定め、

マネージャーコース（管理職候補対象）、

エグゼクティブコース（部長相当職・役員候補対象）

を受講してもらう。

事 例：企業の未来プロジェクト～仙台女性リーダー・トレーニング・プログラム～
主 催：仙台市・（公財）せんだい男女共同参画財団
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（参考９）事例②多様で柔軟な働き方の実現 → 女性の起業を支援

⚫ コロナ禍による女性雇用が厳しい状況において、多様な働き方の選択肢の一つとし

て起業支援に力を入れた事業を実施。

⚫ 産業支援プラザや県商工会連合会・県商工会議所連合会、日本政策金融公庫などの

経済団体等の各団体、支援機関とメールによる情報提供や、チラシ配布依頼等によ

り、情報共有や事業の周知、起業家交流会開催時の協力などにおいて連携を図った。

事 例：女性の起業トータルサポート事業
主 催：滋賀県立男女共同参画センター“GーNETしが”
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（参考10）事例③固定的な性別役割分担意識等の解消 → 実践的な講座の実施

⚫ 部下の育成に悩む男性管理職を対象に、

女性活躍推進を阻害する無意識の思い込み

（アンコンシャス・バイアス）に気づき、

部下の個性や事情（育児・介護）に応じた効果的な

働きかけ方を学ぶセミナーを実施。

⚫ 企業の方々に仕事の一環として参加していただく

ことができるよう、参加する企業側の都合に配慮して

開催日時を決定。

⚫ 産業労働局を通じて企業にセミナーの広報を実施。

事 例：「女性を部下に持つ男性管理職向けセミナー」
主 催：神奈川県立かながわ男女共同参画センター“かなテラス”
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（参考11）事例④女性の意思決定の場での活躍の実現
→ 政治分野のリーダー育成

事 例：おのウィメンズ・チャレンジ塾
主 催：兵庫県小野市男女共同参画センター
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⚫ 審議会委員、自治会役員等、意思決定の場である公益性の高い活動に参画する女性
リーダーを養成するために2010年から開始した講座を中心とする事業。

【事業の例】
・2010年 小野市長との懇談会
・2011年 プレゼン力を向上させる

 勉強会
・2013年 小野市の行政説明を受け、

 議会用質問作成の勉強会
・2014年 自治会役員の女性参画を

 テーマとする講座
・2016年 防災分野における

 女性リーダー研修
・2022年 女性のための政治入門塾



（参考12）事例⑤男女共同参画の視点をいれた防災の実現
→ 男女共同参画担当と防災担当が連携した研修の実施

⚫ 県センターの研修のテーマを「男女共同参画の視点からの防災」とし、

県内の全市町の男女共同参画担当・防災担当・福祉保健担当の職員を対象に

研修を実施。

⚫ 研修をきっかけに、県と市町・各市町内部の男女共同参画担当と防災担当等との

連携が促進された。

事 例：県内全市町担当職員を対象とした防災研修の実施
主 催：長崎県男女共同参画センター“きらりあ”
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（参考13）広域連携の仕組みと運用について

（出典）総務省ホームページ（https://www.soumu.go.jp/main_content/000934429.pdf）



（参考14）地方自治体による広域連携について

【運営】

⚫ 職員11名のうち県と市から２名ずつ配置。

（※センター長は県職員OB）

⚫ センターの予算配分は県と市で折半。

⚫ 県、市、指定管理者（財団）による三者会を

年間３回程度開催。

【利点】

⚫ 自治体とセンター間の情報共有が容易で風通しがよく、

センターの講座等の事業と自治体の施策が連動している。

⚫ 県、市単独では実施しにくい事業ができる。

（例：女性の居場所づくり事業）

⚫ 他機関や地域活動の団体、相談業務の専門家等との連携が取りやすく、

事業の地域性や専門性の確保につなげることができる。

こうち男女共同参画センター“ソーレ”
・1999年 高知県と高知市による共同設置
・高知県の設置管理条例において規定
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（参考15）センター職員の人材育成・確保について
（独立行政法人国立女性教育会館（NWEC）及び男女共同参画センターの機能強化に関するワーキング・グループ報告書より抜粋）
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第３．センター及びNWECにおける機能強化

２．機能強化に係る施策・取組

（１）職員の育成・専門性向上

＜研修＞

（NWEC）
・地方公共団体やセンターの職員の初任者向けの基礎的な研修の更なる充実を図る。具体的には、男女共同参画の基礎知識や、
事業の企画、他の関連の施策分野（経済、福祉、教育、防災等）との連携、企業・学校等の関係機関との連携など着任後間もな
い時期に一括で学べるような研修プログラムを開発・実施する。【新規・強化】

・幅広い分野の相談に係る対応力の向上や、関連制度等の知識の習得、関係機関等との連携のノウハウ向上を図るため、相談員
及び相談事業担当者向けの研修の強化を図るとともに、現行の困難女性向け支援に加えて、男性への相談支援等も含め、現下の
諸課題に応じた幅広い分野に係る研修メニューの充実を図る。【強化】

・研修を分野別、レベル別に体系化するとともに、センターや地方公共団体の職員の専門性向上のための研修受講に係る進捗を
明確化し、研修を受講する動機づけを高める観点から、新たに研修の修了段階に応じた認定制度を設ける。【新規】

・オンライン研修について、より多くの受講を可能とする観点から、オンデマンドで視聴できるようにするとともに、その動画
や資料等を広く配信し、現場で男女共同参画に取り組む多くの関係者において共有できるようにする。【新規】

＜人事交流＞

（NWEC、地方公共団体、センター）
・センターや地方公共団体の職員の専門性、資質の向上を図る観点から、NWECと地方公共団体・センターとの人事交流の仕組
みを創設する。【新規】
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